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政問題から給付抑制に向かったということ
はあっただろう。その点で、健康問題や自立
度を維持することは、枠組みを別に立てて
いく必要があり、介護保険制度の議論とし
てそこに特化することは矛盾がある。その
ことを差し引いて尚、介護保険が｢自立支援｣
を理念に掲げている点で、一歩前進であろ
う。今の協同労働の波は子育て支援によっ
ておきているが、向こう2～3年の中で、事
業的には再び高齢者関連の分野がクローズ

アップされるだろう。そのときに重要なこ
とは、自立支援の理念を、子育てや障害者、
若者の分野でも深め広げながら、高齢者問
題に向かえるかどうか､にかかっている。
　残り少ない今年の中で、1つでも多くの自
治体に協同労働の総合的な可能性を伝え、
市民にその事実を広げる努力を惜しまず進
みたい。虎が眠った今秋の寂しさ･悔しさを
胸に。

　10月16日から26日の日程で、ボローニャ
を中心とするイタリア中部地域の視察調査
に行ってきました。イタリア調査は2年越し
で企画されていたもので、日本労協連菅野
理事長を団長に、私と労協連から2名の4名
の訪問団でした。私もイタリアに行くのは
初めてで、準備にあたっては田中夏子先生
や日本生協連国際部の大津さんに大変お世
話になりました。この場をお借りして、まず
お礼を述べたいと思います。
　さて、今回の調査についての詳細につい
ては、次号以降の『協同の發見』誌で報告し
ていくことになると思いますので、とりあ
えずの報告のみ記します。
今回の訪問は、一昨年のイタリア調査の
中心課題であった社会的協同組合のみなら
ず、協同組合のナショナルセンターの一つ
である「レガ」の全国本部および州（エミリ
ア・ロマーニャ州、マルケ州）の幹部、協同
組合との連携を進めている自治体（エミリ
ア・ロマーニャ州およびボローニャ市）の担
当者、そして各単協などで実際に活動して

いる人々というように、政策から実践まで
を俯瞰するような構成となりました。その
ため、特に政策や法律の問題では、私の付け
焼刃の知識では十分理解できない場面もあ
りましたが、イタリアにおける協同組合の
位置づけ、特に社会的協同組合の果たして
いる役割について、立体的に理解すること
が出来たのではないか、と思います。
一つだけ感想を述べると、イタリアにお
いてもベルルスコーニ政権の下、新自由主
義的な政策が押し進められ、公共サービス
の民間委託も進んでいる中で、社会的協同
組合は具体的な対抗手段として機能してい
るということです。そういう意味ではかな
りの部分で、日本における労働者協同組合
の問題意識や課題と重なる部分が多かった
ように思います。特にボローニャでは、レガ
のみならず他のナショナルセンターも含め、
共通の問題として自治体との関係をしっか
り築いているように感じました。その背景
として、20年に渡る実践の積み重ねの中か
ら作り出された「社会的協同組合法（1991
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年381号法）」の存在があることも改めて実
感しました。この件については改めて報告
させていただきます。

10月29日（土）に関東地域会員研究集会
（明治大学）、11月6日（日）に関西地域会員
研究集会（エルおおさか）を開催しました。
それぞれ34名、43名の方々にご参加いただ
き、盛況のうちに終了することが出来まし
た。特に大阪では準備に当たって、会場の設
営から交流会の準備にいたるまで、会員の
関宏之さんや酒井京子さん、そしてNPO大
阪障害者雇用支援ネットワークのみなさん
に大変お世話になりました。関さんたちは
来年、イタリアの社会的協同組合を訪問す
る予定があるとのことでス。今後とも様々
な場面で交流させていただけたらと思いま
す。

協同総研のWebサイトが、5万アクセスを
達成しました。99年9月の開設以来、約6年
で 5万ですから、（重複アクセスをカウント
していないので）そう多いわけではありま
せんが、毎日確実にWebサイトを通じで、労
協や協同労働についての情報に触れている
人がいるというのは、励みになります。地道
にサイト更新を続けていきたいと思います。
サイトを通じて、書籍の購入や入会の申し
込みをいただくことも増えてきました。ま
た最近、「研究所たよりWeb版」をブログ形
式にリニューアルしました（h t t p : / /

jicr.roukyou.gr.jp/blog/）。イタリア調査時
も、現地からほぼ毎日報告を送りました。コ
メント欄の活用も含めて、様々な可能性が
ありますので、一度覗いていただけると幸
いです。


